
※ 詳細は，「文書事務の手引」，法制執務基礎研修のテキスト等を参照すること。 
※ 別表及び別記様式は，セクションを区切って改ページするか，別データとすること。 

広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
九
号 

本

庁 
 

地

方

機

関 
 

県

立

学

校 
 

学
校
以
外
の
教
育
機
関 

 

技
術
員
の
う
ち
再
任
用
さ
れ
た
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
及
び
技
術
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

広
島
県
教
育
委
員
会 

委
員
長 

平 

田 

克 

明 
 

技
術
員
の
う
ち
再
任
用
さ
れ
た
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
及
び
技
術
員
の
給
与
に 

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

（
技
術
員
の
う
ち
再
任
用
さ
れ
た
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

技
術
員
の
う
ち
再
任
用
さ
れ
た
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
広
島
県
教
育

委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

           

（
技
術
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

技
術
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

６ 

技
術
員
の
う
ち
再
任
用
さ
れ
た
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
及
び
技
術
員
の
給
与
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
九
号
）
の
施
行
の
日
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
訓
令
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
技
術
職
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
廃
止
訓
令
に
よ
る
廃
止
前
の
技
術
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広

島

県

訓

令 

別表 
技術職給料表（再任用職員） 

職務の級 給料月額 

１ 級  192,400 円 

２ 級 203,800 

３ 級 226,000 

４ 級 247,300 

５ 級 279,200 

 



※ 詳細は，「文書事務の手引」，法制執務基礎研修のテキスト等を参照すること。 
※ 別表及び別記様式は，セクションを区切って改ページするか，別データとすること。 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

一
号
給
か
ら
三
二
号
給
ま
で 

一
号
給
か
ら
六
八
号
給
ま
で 

号 
 
 
 
 
 
 
 

給 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
議
会
事
務
局
訓
令 

広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
警
察
本
部
訓
令 

料
の
額
を
受
け
て
い
る
職
員
で
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い

て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
（
改
正
訓
令
施
行
日
に
お
い
て
、
技
術
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で

あ
っ
て
、
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
職
務
の
級
及
び
号
給
が
次
の
表
の
職
務
の
級
欄
及
び
号
給
欄
に
掲
げ

る
も
の
で
あ
る
も
の
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
料
月
額
に
百
分
の
九
十
九
・
八
二
を
乗
じ
て

得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
）
に
達
し
な
い

こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
給
料
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

附
則
第
七
項
中
「
か
か
わ
ら
ず
」
の
下
に
「
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
は
」
を
加
え
、
「
旧

規
程
附
則
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
」
を
「
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
給

料
月
額
と
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
八
項
と
し
、

附
則
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

７ 

平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
職
員
の
給
料
月
額
は
、
第
二
条
及

び
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
給
料
月
額
と
前
項
の
規
定
に

よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
か
ら
、
そ
の
額
に
百
分
の
三
・
七
五
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 
 
 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

              

正
す
る
訓
令
（
平
成
十
七
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
号
）
附
則
第
八
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
給 
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※ 詳細は，「文書事務の手引」，法制執務基礎研修のテキスト等を参照すること。 
※ 別表及び別記様式は，セクションを区切って改ページするか，別データとすること。 

 
 
 

附 

則 
  

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
教
育
委
員
会
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
施
行
規
定
） 

２ 

こ
の
教
育
委
員
会
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

 


